
 

 

令和４年度教育長職務代理者の指名について 

 

 

野谷 悦 委員を指名する。 

 

    任期：令和４年４月１日から令和５年３月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 No.２ 



 

 



 

 

 

各種委員会委員等について（案） 

 

 

（令和４年３月 25日教育委員会議資料） 

（敬称略） 

委員会の名称 委員名 

都市計画審議会（令和６年１月 31日まで） 野谷 悦 

学校給食センター運営委員会 藤原 直彦 

二宮育英会 理事 

（二宮育英会規約により教育長職務代理あて職） 
野谷 悦 

二宮町総合計画審議会 岡野 敏彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 No.３ 
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   二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、二宮町立小中学校が児童生徒の安心安全な学習環境を確保し

つつ教育活動を着実に継続するため、学校の感染症対策等を講じる取組及び児童

生徒の学びの保障をするための取組を実施するに当たり、校長の判断で迅速かつ

柔軟に対応することができるよう、学校教育活動の円滑な運営を支援する経費に

ついて、二宮町補助金交付規則（平成 30 年二宮町規則第３号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助金交付対象者） 

第２条 補助金交付対象者は、校長とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、学校における感染症対策等支援事業実施要領（令和４年

１月 21 日総合教育政策局長・初等中等教育局長・高等教育局長決定。以下「実施

要領」という。）に規定されている補助対象経費の範囲とする。 

 （補助金額） 

第４条 補助金額は、実施要領に規定されている１校当たりの補助上限額に２を乗 

 じた額とする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするときは、校長（以下「交付申請者」という。）

が、二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付申請書（第１号様式）を町長

に提出しなければならない。 

 （補助金の決定） 

第６条 町長は前条により交付申請があったときは内容を審査し、補助金を交付す

ることが適当であると認められるときは、二宮町立小中学校感染症対策等支援補

助金交付決定通知書（第２号様式）により交付申請者へ通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第７条 補助金は概算払いによるものとする。 

 （実績報告） 

第８条 交付申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに二宮町立小中学校感

染症対策等支援補助金実績報告書（第３号様式）に、町長が必要と認める書類を

添えて提出しなければならない。 

 （補助金額の確定通知） 

第９条 規則第 13 条の規定による補助金の額の確定通知は、二宮町立小中学校感染

症対策等支援補助金額確定通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 （補助金の返還） 

資料 No.４ 
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第 10 条 町長は、交付申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、二宮町立小中学校感染症対策

等支援補助金返還請求書（第５号様式）により、期限を定めて返還を命ずるもの

とする。 

 （その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 
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第１号様式（第５条関係） 

 

 

                             年  月  日 

 

 二宮町長   様 

 

                       申請者 

                       学校長           

 

 

二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付申請書 

 

  二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付要綱第５条の規定により、補助金

の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記  

 

  

 

   補助金交付申請額   金            円 
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第２号様式（第６条関係） 

 

                             年  月  日 

 

 

         様 

 

                     二宮町長            

 

 

二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金決定通知書 

 

 

年 月 日付で申請いただきました補助金について、下記のとおり交付が決定

しましたので、二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付要綱第６条の規定に

より、通知します。 

 

 

記  

 

 

 

    補助金交付額     金            円 
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第３号様式（第８条関係） 

 

                             年  月  日 

 

 二宮町長     様 

 

                       

                       申請者 

                       学校長           

 

 

二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金実績報告書 

 

年 月 日付で補助金の交付決定を受けた次の支払いが完了しましたので、 

二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付要綱第８条の規定により、下記のと

おり関係書類を添えて報告します。 

 

 

記  

 

 

    補助金交付額   金            円 

 

 

    補助金実績額   金            円 

 

 

添付書類    
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第４号様式（第９条関係） 

 

                                                          

                              年  月  日 

 

         様 

 

                      二宮町長            

 

 

二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金額確定通知書 

 

年 月 日付で交付決定した補助金について、下記のとおり額が確定しました

ので、二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付要綱第９条の規定により、通

知します。 

 

 

記  

 

 

 

    補助金確定額     金            円 
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第５号様式（第 10 条関係） 

 

                                     

                             年  月  日 

 

         様 

 

                       二宮町長           

 

 

二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金返還請求書 

 

  年 月 日付けで補助金の額の確定の結果、既に交付済の補助金額を上回る額

について、二宮町立小中学校感染症対策等支援補助金交付要綱第 10 条の規定により、

下記金額の返還を請求します。 

 

記  

 

 

        交付決定額   金            円 

 

 

        交付確定額   金            円 

 

 

交付済額    金            円 

 

 

返還請求額   金            円 

 

 

※返還期限        年  月  日 
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地域生涯学習振興事業補助金交付要綱（案） 

 

（趣旨） 

第１条 町長は、地域の生涯学習の推進に資する活動を支援するため、地域団

体の実施する事業に要する経費に対し、二宮町補助金交付規則（平成 30年

二宮町規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、予算の範

囲内において補助金を交付することに関して、この要綱を定める。 

 （補助対象団体） 

第２条 補助を受ける対象者は、次の各号に掲げる条件を満たしている地域団

体とする。 

（１） 町内各学校区において、複数の地区により組織していること。 

（２） 規約・会則等が整備されていること。 

（３） 営利を目的とせず、多様な学習機会の提供により、地域住民の利益増

進や生活の向上に寄与することを目的としていること。 

（４） 同一事業に対して、二宮町から他の補助金を受けていないこと。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

現代の課題や生きがいづくりなど、町民一人ひとりの生涯を通じた学習活動

を目的とした各種講座等とする。 

 （補助対象経費の範囲） 

第４条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために直接必要な費用のう

ち別表に定める通りとする。 

 （補助金交付基準） 

第５条 この補助金は、次の各号に掲げる基準により交付するものとする。な  

 お、国・県又は他の地方公共団体の補助金及び補助対象事業により得た参加 

 料等は補助対象経費より控除するものとする。 

 （１） 補助率 対象経費の５分の４以内 

資料 No.５ 
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 （２） 補助限度額 200,000 円 

 （申請手続等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条に規定する交付申請

に係る手続きをしなければならない。 

２ 町長は、速やかに規則第５条第１項の規定に基づく決定をし、同条第２項

に規定する通知書を前項の申請を受けた日から30日以内に通知しなければな

らない。 

３ 補助金の交付を受けた者は、町長に対して、町長の定める期日までに実績

報告をしなければならい。 

（交付時期） 

第５条補助金の交付時期は、町長が交付決定した日から30日以内とする。 

（委任） 

第６条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める  

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

経費項目 内  容 摘要（基準額） 

講師謝礼 講師や指導者等に対する謝礼 1回 10,000 円以内 

旅費 講師や指導者等の交通費等 実費 

消耗品費 講座資料、ポスター等の用紙代、

材料代等 

 

印刷製本費 講座資料、ポスター等の印刷代  

食糧費 講座時等に必要な講師や指導者の

飲み物 

1人 150 円以内 

通信運搬費 募集案内等を送付するための切手

代等 

 

保険料 講座等を行う際の来場者保険料等  

使用料及び賃

借料 

講座等で使用する施設の使用料等  
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二宮町教育委員会の後援等に関する要綱の一部を改正する要綱 

 

二宮町教育委員会の後援等に関する要綱の一部を次のように改正する。 

第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 No.６ 

８ 
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第４号様式及び第５号様式を次のように改める。 
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5 

 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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二宮町教育委員会の後援等に関する要綱の一部を改正する要綱の新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第３条関係） 
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改正後 改正前 

第４号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号様式（第５条関係） 
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改正後 改正前 

第５号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 



1 

 

 

 

 

 

 

二宮町立学校運営費交付金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

二宮町立学校運営費交付金交付要綱の一部を次のように改正する。 

第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 No.７ 
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第 1号様式（第３条関係） 

  

二宮町学校運営費交付金交付申請書 

 

                                               年   月   日  

二宮町長            様 

 

住  所                     

学校名                     

校長名                     

 

    年度において、次のとおり事業を実施したいので、二宮町学校運営費交付金交付要

綱第３条の規定により申請します。 

 

１ 交付金の名称                   

 

２ 交付申請額                  円 

 

３ 予算書 

 

事業名・内容 金額 備考 

   

   

   

   

   

   

   

      計   
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附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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二宮町立学校運営費交付金交付要綱の一部を改正する要綱の新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式（第３条関係） 
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給食
試食

場所 内容

4月28日 (木) ２Ａクラブ室

5月26日 (木) ３Bクラブ室 〇 5月26日 (木) 総合教育会議（２Aクラブ室）

5月27日 (金)
関東甲信越静総会（栃木
県真岡市）→書面開催

6月24日 (金) ２Ａクラブ室 ○ 6月24日 (金) 学校訪問（二宮小学校）

7月22日 (金) ２Ａクラブ室

8月26日 (金) ２Ａクラブ室 8月26日 (金) 総合教育会議

9月30日 (金) ２Ａクラブ室 ○ 9月30日 (金) 学校訪問（山西小学校）

10月28日 (金) 第一委員会室 ○ 10月28日 (金) 学校訪問（二宮西中学校）

11月9日 (水) 学校訪問（二宮中学校）

11月24日 (木) 第一委員会室 ○ 11月24日 (木) 学校訪問（一色小学校）

12月23日 (金) ２Ａクラブ室

1月27日 (金) ３Bクラブ室 〇 1月27日 (金) 総合教育会議

2月10日 (金) ２Ａクラブ室

3月24日 (金) ２Ａクラブ室

月日・曜日

令和４年度　教育委員会議定例会等開催予定日

総合教育会議・学校訪問・その他

月日・曜日

教育委員会議定例会



 



令和４年度 ４月教育委員会議定例会予定 

 

 

１ 日 時  令和４年４月２８日（木）９時３０分から 

 

２ 場 所  町民センター ２Ａクラブ室 

 

３ 付議事項  

 

 

４ 報告・協議事項 

 

 

※ 出席を要する主な行事 

   ３月３１日（木）１０時    教職員等転退職者辞令交付式（役場３階第１委員会室） 

   ４月 １日（金）１０時３０分 教職員等辞令交付式（町民センター２Ａクラブ室） 

   ４月 ６日（水）       小中学校入学式 

   ４月２８日（木） ９時３０分 ４月定例教育委員会議（町民センター２Ａクラブ室） 

５月２６日（木） ９時３０分 ５月定例教育委員会議（町民センター３Ｂクラブ室） 

         １３時３０分 総合教育会議（町民センター２Ａクラブ室） 

 


